
令 和 元 年 ６ 月 

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 

団体年金コンサルティングＧ 

本資料は、作成時点における信頼できる情報にもとづいて作成されたものですが、その情報の確実性を保証するものではありません。 
本資料に含まれる会計・税務・法律等の取扱いについては、公認会計士・税理士・弁護士等にご確認のうえ、貴団体自らご判断ください。 
 
         ◇令和１．６．1７ 日本生命保険相互会社 団体年金コンサルティングＧ 発行（日本-年基-201９06－170-0165-D）  

解説資料 

別紙１ 



・財政決算に関する対応について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

・許容繰越不足金の算出方法の変更に伴う規約変更・財政運営規程変更について・・・・・・・・・ １０ 

・最低積立基準額の算定に用いる予定利率の変更に伴う財政運営規程変更について・・・・・・・・ １１ 

・福祉事業の具体内容の規約上の明確化について・・・ ・・・・・・・・ ・ ・ ・・・・・・・・ １４ 

・改元に伴う規約等の対応について・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・ ・ ・・・・・・・・ １５ 

・個人情報保護管理規程の変更・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・ ・ ・・・・・・・・ １７ 

・ＡＵＰの導入に伴う財務及び会計規程変更について（資産額２０億円超の総合型ＤＢ基金） ・ ・ １８ 

・ガイドラインの改正に伴う特定個人情報取扱規程変更について・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

・選定代議員選出手続きの規程等への明文化（選定代議員選定規程の策定）について・・・・・・・ ２１ 

・代議員数の見直しに伴う規約変更について（総合型ＤＢ基金）・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 

・選定代議員選定方法の見直しに伴う規約変更について（総合型ＤＢ基金）・・・・・・・・・・・ ２４ 

・代議員会の運営方法に関する規約・規程変更について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６ 

目次 

【Ⅰ．議 決 事 項 に つ い て】 

【Ⅱ．報 告 事 項 に つ い て】 

・資産管理運用業務に関する報告について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９ 

・資産運用委員会に関する報告について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１ 

・ＤＢ法にもとづく監査の結果について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２ 

【Ⅲ．そ の 他 事 項 に つ い て】 

・公認会計士等との契約締結について（資産額２０億円超の総合型ＤＢ基金） ・ ・・・・・・・・ ３４ 

・代議員会で審議された事項等の事業主への情報提供について・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３５ 

・「平成３１年度予算代議員会特集号」以前ではご案内していない事項を        としております（定例の事項を除く）。 ＮＥＷ 

再掲 

再掲 

再掲 

再掲 

再掲 

再掲 

ＮＥＷ 

再掲 

ＮＥＷ 

ＮＥＷ 

ＮＥＷ 

・「平成３１年度予算代議員会特集号」以前でご案内済の事項を        としております。 再掲 

再掲 

ＮＥＷ 

再掲 



１ 

【Ⅰ．議 決 事 項 に つ い て】 



財政決算に関する対応について ２ 

概 要 

●ＤＢ制度では、規約に定める毎事業年度末に決算を行い、年金財政について検証（以下、「財政検
証」）を行う必要があります。これら一連の手続きを「財政決算」といいます（ＤＢ法第５９条～第
６４条）。 

●毎事業年度の事業報告及び決算は、代議員会の議決事項とされており（ＤＢ法第１９条）、「事業に
関する報告書」（以下、「事業報告書」）及び「決算に関する報告書」（以下、「決算報告書」）に
区分して作成し、地方厚生局長等に提出するものとされています（ＤＢ法施行規則第１１７条）。 

●当該報告書は、監事の意見を付けて代議員会に提出し、議決を得ることとなります（ＤＢ法施行規則
第１１７条）。 

提出書類 様式 
当社 

作成 

基金 

作成 備考 

事業報告書（鑑文） ― ○ 

当社提供の｢事業報告書作成 

ﾏﾆｭｱﾙ｣｢雛形｣により作成くだ
さい。 

事業報告書（企業年金基金事業報告書）（※１） Ｃ６－イ ○ 

当社提供の｢事業報告書作成 

ﾏﾆｭｱﾙ｣｢雛形｣により作成くだ
さい。 

事業報告書（給付設計に関する報告書）（※２） Ｃ６－ウ 〇 ― 

決算報告書 

財政決算基準日 Ｃ７－ア 〇 ― 

積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積
立上限額との比較を示した書類 

Ｃ７－イ ○ ― 

積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した 
書類（非継続基準）（※３） 

Ｃ７－ウ 

△ 

― 

積立比率回復計画の実施状況(※４) Ｃ７－ウ´ ― 

積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類 

（積立超過）(※５) 
Ｃ７－エ △ ― 

貸借対照表、損益計算書（注） Ｃ７－ク 〇 ― 

年金数理に関する確認 Ｃ１ 〇 ― 

年金数理人の所見(※６) ― △ ― 

監事意見書 ― ○ 
当社提供の｢雛形｣により作成
ください。 

代議員会会議録の謄本又は抄本 ― ○ ― 

【行政宛書類の一覧】 

当社提供の「事業報告書作成マニュアル」「財決マニュアル」、「財決マニュアル別冊」、「雛形」がお手元にない場合は、 
当社担当者にお申出ください。 
 
（注）業務計理業務会計、業務計理福祉事業会計については、当社提供の「財決マニュアル別冊」「雛形」により 
   基金にて作成ください。 
※1 事業報告書の参考数値として、以下の資料を提供しております。 
  ・事業報告書作成用基礎資料        ：「保険資産に関するご報告」に添付 
  ・事業報告書作成にあたっての基礎データ連絡：「決算に関する報告書」に添付 
※2 当報告書は当社作成の案を提供しますので、内容を確認のうえ提出資料として使用ください。  
※3 財政検証により、非継続基準に抵触した場合のみ提供いたします。 
※4 前回以前の財政検証において非継続基準に抵触し、回復計画を実施中の場合に作成します。 
※5 財政検証により、積立超過状態と判明した場合に作成します。 
※6 財政検証で基準に抵触した場合等に、年金数理人の判断で作成される書類です。 

・当社作成、基金作成の区分は当社総幹事基金様の場合を記載。 
・△印：該当した場合のみ当社からご提供いたします。 
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＜行政宛書類の提出までの流れ＞ 
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 データ連絡 
 

・数理書類 

事業 
報告書 
の作成 

決算 
報告書 

（業務経理） 
の作成 

【提出期限】 

●平成２９年度末基準日の財政再計算対象の基金のうち、財政再計算で掛金率が変わらず、規約変更
を行う必要がなかった基金については、平成３０年度の「事業報告書」「決算報告書」に「財政再
計算報告書（法定帳票）」を添付して、令和元年７月末までに管轄厚生（支）局に提出することと
なります（ＤＢ法施行規則第５１条）。 

●なお、令和元年６～７月頃に、当社から「財政再計算報告書（法定帳票）」をご提供します。 

予算 
代議員会 
で議決 

行政宛書類 
の提出 

｢事業報告書｣ 
｢決算報告書｣ 
に｢財政再計算 
報告書(法定 
帳票)｣を添付 
して管轄厚生 
(支)局に提出 

H30.7～8頃 H31.1頃 H31.3末 R1.6～7頃 R1.7末 

＜財政再計算対象の基金の取扱い＞ 

財政再計算 
結果の 
ご提供 

 
｢財政再計算 
 報告書(法定 
帳票)｣の 
ご提供 

＊３月末を決算日とする、当社総幹事基金様の場合を記載しています。 

＊３月末を決算日とする、当社総幹事基金様の場合を記載しています。 



行政手続き 

４ 

●財政決算の後、毎事業年度終了後４か月以内※１に「事業報告書」及び「決算報告書」等を地方厚生局 
長等に提出する必要があります（ＤＢ法第１００条）。 

項  目 内  容 

提出先 管轄厚生（支）局 

提出期限 毎事業年度終了後４カ月以内※1 

提出書類 

の様式 

・用紙サイズ：Ａ４版（縦） 
・通し番号を付与※2 

・関係書類は一纏めのうえ、左余白２カ所をホチキス止め 

提出部数 ２部（「基金控え」を含めて、３部ご用意ください。）※3 

提出方法 
原則として郵送でご提出ください。 

（持参による提出も可能となっております。） 

※1 管轄厚生（支）局により、提出期限が異なる可能性がありますので、適宜、ご確認ください。 
※2「鑑文」から「代議員会会議録謄本又は抄本」まで、提出書類下部中央に通し番号を追記ください。 
※3「鑑文」には２部とも押印ください。 



経理処理 

【決算年度の処理】 

 ・６月末～７月上旬頃の総幹事会社からの財政決算報告を受けて、決算年度の責任準備金、未払給付   
費、未払移換金、未収受換金等、未収脱退一時金相当額受入金について、決算仕訳を行います。 

 ［責任準備金］ 
  →前年度決算額と当年度決算額との増減額を計上 

 ［未払給付費、未払移換金、未収受換金等、未収脱退一時金相当額受入金］ 
  →前年度の決算額を戻入した上で、当年度の決算額を新たに計上（期末洗替処理）  

 
【新年度の処理】 

 ・仮締処理の段階で、一旦、残高を新年度に繰り越しているので、決算年度の処理と同額だけ、新年度  
の処理として、責任準備金、未払給付費、未払移換金、未収受換金等、未収脱退一時金相当額受入金
と未処分基本金を増減させます。 

勘定科目 金額
（円） 

摘 要 
勘定科目 金額

（円） 中分類 小分類 中分類 小分類 

責任準備金
増加額 

責任準備金
増加額 

3,700,000 
財政決算 

報告分 
責任準備金 責任準備金 3,700,000 

年金経理 決算仕訳帳 

＜責任準備金＞ 

 

 

借    方 貸    方 

未処分基本金 中分類勘定科目 責任準備金 

金額（円） 小分類勘定科目 摘 要 小分類勘定科目 金額（円） 

3,700,000 未処分基本金 
責任準備金増加額 

（平成３０年度） 
責任準備金 3,700,000 

3,700,000 合      計 3,700,000 

令和元年７月５日 振替伝票 

【新年度の処理】 

【決算年度の処理】 

財政決算報告に伴う経理処理 

（経理処理例）令和元年７月５日、総幹事会社からの財政決算報告で、責任準備金が前年度決算額か
ら3,700,000円増加していることが判明した。 

５ 



６ 

勘定科目 金額
（円） 

摘 要 
勘定科目 金額

（円） 中分類 小分類 中分類 小分類 

未払給付費 未払給付費 200,000  
期末洗替消去 

（前年度決算額）  
老齢給付金  年金給付 200,000  

老齢給付金  年金給付  250,000  
期末洗替計上 

（当年度決算額） 
未払給付費 未払給付費 250,000  

年金経理 決算仕訳帳 

【決算年度の処理】 

＜未払給付費・未払移換金＞ 

 

借    方 貸    方 

未払給付費 中分類勘定科目 未処分基本金 

金額（円） 小分類勘定科目 摘 要 小分類勘定科目 金額（円） 

200,000 未払給付費 
老齢給付金 

（平成２９年度） 
未処分基本金 200,000  

200,000  合      計 200,000  

令和元年７月５日 振替伝票 

【新年度の処理】 

借    方 貸    方 

未処分基本金 中分類勘定科目 未払給付費 

金額（円） 小分類勘定科目 摘 要 小分類勘定科目 金額（円） 

250,000 未処分基本金 
老齢給付金 

（平成３０年度） 
未払給付費 250,000 

250,000 合      計 250,000  

令和元年７月５日 振替伝票 

（経理処理例）令和元年７月５日、総幹事会社からの財政決算報告を受けて、平成２９年度末の未払
給付費200,000円を戻し入れ、平成３０年度末の未払給付費250,000円を計上した。 

→以下は「未払給付費」の例。「未払移換金」も同様。 



７ 

【決算年度の処理】 

＜未収受換金等、未収脱退一時金相当額受入金＞ 

 

 

勘定科目 金額
（円） 

摘 要 
勘定科目 金額

（円） 中分類 小分類 中分類 小分類 

受換金等 受換金等 40,000  
期末洗替消去 

（前年度決算額）  

未収受換金
等 

未収受換金
等 

40,000  

未収受換金
等 

未収受換金
等 

100,000 
期末洗替計上 

（当年度決算額） 
受換金等 受換金等 100,000 

年金経理 決算仕訳帳 

借    方 貸    方 

未処分基本金 中分類勘定科目 未収受換金等 

金額（円） 小分類勘定科目 摘 要 小分類勘定科目 金額（円） 

40,000 未処分基本金 
受換金等 

（平成２９年度） 
未収受換金等 40,000 

40,000  合      計 40,000  

令和元年７月５日 振替伝票 

【新年度の処理】 

借    方 貸    方 

未収受換金等 中分類勘定科目 未処分基本金 

金額（円） 小分類勘定科目 摘 要 小分類勘定科目 金額（円） 

100,000 未収受換金等 
受換金等 

（平成３０年度） 
未処分基本金 100,000 

100,000 合      計 100,000 

令和元年７月５日 振替伝票 

（経理処理例）令和元年７月５日、総幹事会社からの財政決算報告を受けて、平成２９年度末の未収
受換金等40,000円を戻し入れ、平成３０年度末の未収受換金等100,000円を計上した。 

→以下は「未収受換金等」の例。「未収脱退一時金相当額受入金」も同様。 
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当年度剰余金・当年度不足金の計上 

【決算年度の処理】 

 ・仮締処理以降に追加処理された損益計算書に属する勘定科目について、追加金額を損益集合勘定
へ振替えます。 

 ・その上で、財政検証報告を受けて最終的に判明した損益集合勘定の貸借差額を、決算仕訳により
当年度剰余金勘定または当年度不足金勘定に振替えます。 

   損益集合勘定が借方残高 →当年度不足金勘定に振替え 
   損益集合勘定が貸方残高 →当年度剰余金勘定に振替え 

（経理処理例）損益集合勘定の貸方に発生した残高360,000円を当年度剰余金勘定に振替えた。 

【決算年度の処理】 

勘定科目 金額
（円） 

摘 要 
勘定科目 金額

（円） 中分類 小分類 中分類 小分類 

損益集合 360,000  
基本金勘定
へ振替  

当年度剰余金 360,000  

年金経理 決算仕訳帳 

ご留意点 

 ・平成２９年１月１日施行の政省令等改正を受けて、確定給付企業年金の財政運営の考え方が 変 
  更となりました。新しい財政運営の考え方は、平成３０年１月１日以降を計算基準日とする財政 
  再計算から強制適用となります。 
 ・これにともない、決算において、新しい財政運営の考え方を適用され、財政状態がいわゆる『財  
  政均衡』である場合、財政決算報告に伴う処理の結果、当年度剰余金、当年度不足金がいずれも  
  「 0 」となる可能性があります。 
 ・当年度剰余金、当年度不足金がいずれも「 0 」となる場合は、以下の『当年度剰余金・当年度 
  不足金の計上』、『当年度剰余金・当年度不足金の処分』にかかる決算年度の処理、新年度の 
  処理が不要となりますので、ご留意をお願いいたします。 
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●当年度剰余金が発生したケース 

借 方 貸 方 

未処分基本金 繰越不足金 

借 方 貸 方 

未処分基本金 別途積立金 

借 方 貸 方 

未処分基本金 

 

繰越不足金 

別途積立金 

借 方 貸 方 

別途積立金 未処分基本金 

借 方 貸 方 

繰越不足金 未処分基本金 

借 方 貸 方 

別途積立金 

繰越不足金 

未処分基本金 

 

〔全額を繰越不足金の処分に充当〕 

〔全額を繰越不足金として処理〕 

〔別途積立金の取崩で充当及び繰越不足金 

の処理〕 

〔全額を別途積立金の積増に充当〕 

〔繰越不足金の処分に充当及び別途積立金 

の積増に充当〕 

〔全額を別途積立金の取崩で充当〕 

注）繰越不足金の処分に充当しても、なお剰余金
が残る場合は、残額を別途積立金とします。 

●当年度不足金が発生したケース 

注）別途積立金の取崩で充当しても、なお不足金
が残る場合は、残額を繰越不足金とします。 

＜ご参考：当年度剰余金・当年度不足金に関する仕訳例＞ 

【新年度の処理】 

 ・新年度の処理で、代議員会の議決を得た上で、当年度剰余金・当年度不足金の処分を行います。 
 ・代議員会の議決が行われた日付で、未処分基本金（当年度剰余金または当年度不足金と同額）に

ついて、別途積立金または繰越不足金勘定に振替えます。 

当年度剰余金・当年度不足金の処分 

借    方 貸    方 

未処分基本金 中分類勘定科目 繰越不足金 

金額（円） 小分類勘定科目 摘 要 小分類勘定科目 金額（円） 

360,000 未処分基本金 剰余金処分 繰越不足金 360,000 

360,000 合      計 360,000 

令和元年７月１９日 振替伝票 

【新年度の処理】 

 

 （経理処理例）令和元年７月１９日実施の代議員会で、平成３０年度の当年度剰余金360,000円の全
額を繰越不足金の処分に充当した。 



許容繰越不足金の算出方法の変更に伴う規約変更・財政運営規程変更について １０ 

●財政検証（継続基準）を受けて許容繰越不足金の算出方法を変更する基金。 

対 象 

●財政検証の継続基準に用いる許容繰越不足金は、次のいずれかの算出方法を規約に定めることとされ
ています。 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

●規約で定めた許容繰越不足金の算出方法については、給付額の大幅な見直し等、合理的な理由がある
場合を除き、原則継続的に使用することになります。 

●合理的な理由があり、規約で定めた許容繰越不足金の算出方法を変更する場合には、代議員会で議決
のうえ、規約変更及び財政運営規程の変更が必要です。 

●この場合、決算年度の決算書類を当局宛に提出すると同時、または提出するまでに、許容繰越不足金
の算出方法に係る規約変更を当局宛に届出することにより、当該決算年度から、許容繰越不足金の算
出方法を変更することが可能とされています。 

概 要 

●許容繰越不足金の算出方法を変更することについて、議決を得る必要があります。 

議決する内容 

基金内手続き 

行政手続き 

①今後２０年間における標準掛金収入現価（掛金の計算に用いた予定利率による）に規約で定める率 
 （１５／１００を超えないこと）を乗じた額 

②責任準備金の額に時価による積立金の額の変動を勘案して規約で定める率（１５／１００を超えな 
 いこと。ただし、積立金の額の評価に数理的評価を用いている場合には、１０／１００を超えない 
 こと）を乗じた額。 

③①と②のいずれか小さい額。 

許容繰越不足金の算出方法の変更については、 

当社までご相談ください。 

【規約変更】  
 ●代議員会の議決。 
 

【財政運営規程の変更】 
 ●代議員会の議決。 

【規約変更】 
 ●届出。 
 

【財政運営規程の変更】 
 ●行政手続きは不要。 



●平成３０年度の財政検証（非継続基準）に用いる予定利率または令和元年度の財政検証（非継続基 
準）に用いる予定利率を変更する基金。 

●「最低積立基準額の算定に用いる予定利率」の変更については、今回の代議員会により、平成３０
（２０１８）年度の財政検証（非継続基準）に用いる予定利率や、令和元（２０１９）年度の財政検
証（非継続基準）に用いる予定利率を変更することができます。 

●「最低積立基準額の算定に用いる予定利率」は、財政運営規程に定められています。変更する場合に
は、代議員会で議決のうえ、財政運営規程の変更が必要です。 

対 象 

概 要 

【令和元（２０１９）年度の財政検証（非継続基準）に用いる予定利率について】 

 ・平成３１（２０１９）年３月２９日付告示（厚生労働省告示第１１５、１１７号）により、非継続
基準の財政検証における「最低積立基準額の算定に用いる予定利率」は、最低積立基準額を算定す
る際の基準日が令和元年度中となる場合、１．０５％※となることが示されています。 

 ・１．０５％に、０．５％以内の数値を加減して得た率（０．５５％～１．５５％）を「最低積立基
準額の算定に用いる予定利率」とすることも可能です。 

※「３０年国債の直近５年平均」の利回りを勘案して厚生労働大臣が定めることとされています。 

将来支給すべき年金
給付及び一時金給付 

最低積立基準額 

予定利率－０．５ 

（０．５５％） 

予定利率（１．０５％） 

弾力的な設定が可能な範囲 

予定利率＋０．５ 

（１．５５％） 

現 在 将 来 割り戻す 

「年金NEWS2019.04.02【ＤＢ】２０１９年度の下限予定利率・最低積立基準額の算
定に用いる予定利率について」を参照  

最低積立基準額の算定に用いる予定利率の変更に伴う財政運営規程変更について １１ 

【平成３０（２０１８）年度の財政検証（非継続基準）に用いる予定利率について】 

 ・平成３０年３月３０日付告示（厚生労働省告示第１１５号）により、非継続基準の財政検証におけ
る「最低積立基準額の算定に用いる予定利率」は、最低積立基準額を算定する際の基準日が平成３
０年度中となる場合、１．２４％※となることが示されています。 

 ・１．２４％に、０．５％以内の数値を加減して得た率（０．７４％～１．７４％）を「最低積立基
準額の算定に用いる予定利率」とすることも可能です。 

「年金NEWS2019.04.02【ＤＢ】ＤＢの非継続基準の予定利率について」を参照  

ＮＥＷ 



１２ 

＜ご参考：告示された率に「０．５％」以内の数値を加減した率を用いる場合の、
加入者及び受給権者等に対する情報提供について＞ 

 
●告示された率に「０．５％」以内の数値を加減した率を用いる場合、「加入者及び受給権者等に対

して十分な情報提供を行うこと」とされています。 
●厚生労働省からは、情報提供を行う場合の方法・時期・内容については、以下のとおりとするとの

見解が示されています。 

厚生労働省の見解 

情報提供の方法 

［加入者に対する情報提供の方法］ 

 ・業務概況の周知方法に準じ、以下のいずれかの方法とすることで差し支
えない。 

   ①各実施事業所の見やすい場所へ掲示する方法 

   ②書面を交付する方法 

   ③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、当該  
記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法 

   ④その他周知が確実に行われる方法 

［受給権者等に対する情報提供の方法］ 

 ・上記①～④のうち周知が確実に行われる方法、例えば、書面の送付や基
金の公式ＨＰへの掲載等を行うことでよい。 

情報提供の時期 

 ・加入者及び受給権者等への情報提供の時期は、 

   ①代議員会での議決を得る前に周知させる 

   ②代議員会での議決を得た後に周知させる 

  のいずれでもよい。 

情報提供の内容 

 ・情報提供の内容は、以下のとおり。 

   －最低積立基準額の算定に用いる予定利率について、告示された率を    
調整した利率を用いること 

   －そのことにより、最低積立基準額が減少（増加）し、基金解散・制    
度終了時の残余財産額（分配額）が減少（増加）する可能性がある    
こと 

年 度 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 
令和元年 

(２０１９年) 

予定利率 １．９０％ １．７６％ １．４６％ １．２４％ １．０５％ 

＜ご参考：「最低積立基準額の算定に用いる予定利率」の推移＞ 



基金内手続き 

１３ 

行政手続き 

●行政手続きは不要。 

●代議員会の議決。 

●平成３０年度の財政検証（非継続基準）を受けて、平成３０年度の財政検証（非継続基準）に用いる予
定利率を変更する場合、財政運営規程に定めている「最低積立基準額の算定に用いる予定利率」を変更
することについて、議決を得る必要があります。 

●令和元（２０１９）年度の財政検証（非継続基準）に用いる予定利率をあらかじめ変更する場合、財政
運営規程に定めている「最低積立基準額の算定に用いる予定利率」を変更することについて、議決を得
る必要があります。 

議決する内容 



●福祉事業を実施している基金。 

●ＤＢ法令等において基金型ＤＢが福祉事業を実施する場合はＤＢ規約に規定することとされています。 

 この場合においては、当該事業の個別具体的な内容を明らかにすることが必要であるとの見解が厚生 

 労働省から示されました。 

 （なお、個別具体的な内容については、別途規程によっている場合も否定されないものとされていま 

  す。） 

対 象 

概 要 

福祉事業の具体内容の規約上の明確化について １４ ＮＥＷ 

項目 厚生労働省の見解（要旨） 

福祉事業の記載内容について ・法令上、福祉事業を行う場合には、当該事業に関する事項  
 を規約に定める必要があるため、規約への定め方として、 
 規約例にあるように個別具体的な内容を明らかにすること 
 が考えられる。また、個別具体的な内容を明らかにせずと 
 も、福祉事業に係る規程を整備したうえで、当該規程に基 
 づき実施する旨定めることも否定されるものではないが、 
 加入者・受給者等にとってみれば、どのような福祉事業が 
 実施されているか明らかにされている前者の方が分かりや 
 すい。 

記載内容を変更する際の手続き ・当件に関する、規約変更については届出となる。 

 （数理書類等は不要） 

・規約変更は、遡及させる必要なし。 

・規約変更理由については、「明確化」でよい。 

・基金での決議は、理事長専決でも可。 

●福祉事業の個別具体的な内容を規約に規定することについて、議決を得る必要があります。 

議決する内容 

基金内手続き 

行政手続き 

●代議員会の議決（理事長専決可）。 

●届出。 



●全基金（ただし任意）。 

●ＤＢ規約や、改元の前後に実施する規約変更・財政決算等にかかる申請・届出書類等において、改元
の日（５月１日）以降の日付について「平成」を用いて表記をしている場合の取扱いについて、以下
のとおり厚生労働省の見解が示されております。 

対 象 

概 要 
「年金NEWS2019.02.04【ＤＢ・ＤＣ】改元に伴う規約等の対応について」を参照  

改元に伴う規約等の対応について １５ ＮＥＷ 

項目 厚生労働省の見解（要旨） 

規約に定める改元の日以降の日付について、
「平成」を用いて表記している場合の取扱
い 

・当該日付を令和を用いた表記へ改める規約変更は不要。 
 ただし、規約変更を任意で行うことは可。 

改元の公示日前後ならびに改元の日前後に
実施する、厚生（支）局宛の申請・届出  
（※１）の取扱い 

・申請・届出書類等（※２）に、改元の日以降の日付に 
 ついて「平成」を用いて表記している場合であっても、 
 元号に係る部分のみで書類の差替えを行うことは不要。 

改元の日前後に実施する財政決算の書類の 

取扱い 

・財政決算の書類において、改元の日以降の日付について 
 「平成」を用いて表記している場合であっても、元号に 
 係る部分のみで書類の差替えを行うことは不要。 

（※１）規約新設・変更・終了等の申請・届出    （※２）鏡文・規約・同意書・証明書・数理書類・就業規則等 

●上記のとおり、改元があったことのみを理由として規約変更を行う必要はないとされていますが、 
任意で規約変更を行う場合の手続きについても、厚生労働省より見解が示されております。 

項目 厚生労働省の見解（要旨） 

規約における日付の表記を令和に変更 
する場合 

 ・基金内手続き ：代議員会の議決。（理事長専決可） 
  
 
 ・行政手続き  ：届出不要。 
  （ＤＢ法施行規則第１８条第３号（第７条第１項第１３号における「法令の改正 

    に伴う変更」に該当。） 

＜改元があったことのみを理由として、任意で規約変更を行う場合の手続き＞ 



改元に伴う規約等の対応について １６ ＮＥＷ 

項目 厚生労働省の見解（要旨） 

規約における日付の表記を西暦に変更する 

場合 

 

※厚生労働省より、規約における日付を 
 西暦表記にすることは「差支えない」 
 との見解が示されております。 

 ・基金内手続き ：代議員会の議決。 

 

 

 ・行政手続き  ：届出要。 
  （ＤＢ法施行規則第１５条第３号（第７条第１項第１２号における「規約に規定す 

   る内容の実質的な変更を伴わない事項」）に該当。） 

＜改元があったことのみを理由として、任意で規約変更を行う場合の手続き（続き）＞ 

●なお、規程については、規約に準じて各基金の判断により取扱われるものと考えられます。 



●全基金。 

対 象 

個人情報保護管理規程の変更 １７ ＮＥＷ 

●「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関  
 する法律の一部を改正する法律（平成２７年９月９日法律第６５号）の施行、および「個人データの 
 漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」（平成２９年個人情報保護委員会告示第１号）に 
 加えて、次の内容で、厚生労働省年金局長通知「個人情報の漏えい等事案が発生した場合の私的年金 
 分野における個人情報取扱事業者の対応について」（平成２９年５月３０日 年発０５３０第５号） 
 が発出されています。 

 

 ・私的年金関係事業者は、個人情報の漏えい等が発覚した場合には、個人情報保護委員会への報告と 
  併せて、地方厚生（支）局長宛てに速やかに報告すること。 

概 要 

議決する内容 

●個人情報保護管理規程の、「情報漏えい等事案への対応」に関する規定に、個人情報保護委員会への
報告と併せ、地方厚生（支）局長宛てへの報告を追加することについて、議決を得る必要があります。 

基金内手続き 

行政手続き 

●代議員会の議決（理事長専決可）。 

 ●行政手続き不要。 



ＡＵＰの導入に伴う財務及び会計規程変更について（資産額２０億円超の総合型ＤＢ基金） １８ 

●ＡＵＰを導入する総合型ＤＢ基金。 

対 象 

概 要 

●総合型ＤＢ基金においては、年金資産（純資産）が２０億円を超えた決算の翌々年度決算から、会計監
査又は合意された手続き（ＡＵＰ）を受けることとし、２０１９年度決算から適用することとされてい
ます。（平成３０年６月２２日付通知） 

 
●２０１８（平成３０）年１２月２７日に、事務連絡「総合型基金における公認会計士等による合意され

た手続等の実施にあたっての留意事項」が発出され、ＡＵＰを導入する総合型ＤＢ基金においては、Ａ
ＵＰの実施費用を計上する勘定科目として、財務及び会計規程に、小分類科目「ＡＵＰ費」を追加し、
当該科目に計上することとされました。 

 

「年金NEWS2018.05.08【ＤＢ基金・厚生年金】総合型ＤＢ基金に対するＡＵＰの導
入について」を参照  

議決する内容 

●財務及び会計規程（別表）の勘定科目表に、ＡＵＰの実施費用を計上する新たな勘定科目を追加する
ことについて、議決を得る必要があります。 

 ＜ＡＵＰを導入する場合＞ 

【財務及び会計規程変更の内容】 
 
 ・規程（別表第１）勘定科目表（業務経理業務会計）の大分類科目「流動負債」＞中分類科目「未払

業務委託費等」に係る、新たな小分類科目「未払ＡＵＰ費」を追加します。 

 ・規程（別表第１）勘定科目表（業務経理業務会計）の大分類科目「業務委託費等」＞中分類科目
「業務委託費等」に係る、新たな小分類科目「ＡＵＰ費」を追加します。 

    

      ※平成３０年１１、１２月に開催した「ニッセイＤＢ予算編成説明会」においては、厚生労働省への事前照会を踏まえ 

    「ＡＵＰ実施費」とご案内しておりましたが、上記事務連絡にて「ＡＵＰ費」に改められております。既に「ＡＵ 

    Ｐ実施費」にて規程変更済の場合は、ご連絡ください。 

基金内手続き 

行政手続き 

●代議員会の議決（理事長専決可）。 

 ●行政手続き不要。 

再掲 



●全基金（ただし任意）。 

●平成３０年９月２８日付告示により「特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン（事業者
編）」（ガイドライン）が改正されました。（９月２８日個人情報保護委員会告示第５号） 

 

●当ガイドラインの改正の目的は、パブリックコメント手続きにおいて、個人情報保護委員会より以下
の通り示されております。 

 
 
 
 
 
 
  参考：「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインの一部を改正する件（告示案）」に 
     関する意見募集の結果について（パブリックコメント） 
   http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000051&Mode=2 
 

●このため、これに伴う「特定個人情報取扱規程」の変更は、必須のものとはされておりません。ガイ
ドラインとの整合を保つ観点から、任意で規程を変更される場合には、以下の内容をご参照ください。 

対 象 

概 要 

ガイドラインの改正に伴う特定個人情報取扱規程変更について １９ 

改正前 改正後 

【管理区域及び取扱区域】 

【個人情報保護委員会より示された「考え方」（意見への回答）】（パブリックコメントより） 
「今般のガイドライン改正の趣旨・目的は、当ガイドラインで求められている措置につき誤解さ
れないよう、「記載をより分かりやすくすること」にあり、改正前のガイドラインを遵守してい
る事業者に対して新たな義務を生じさせるものではない」 

・特定個人情報ファイルを取扱う情報システ 
 ムを管理する区域（「管理区域」）を明確 
 にする。特定個人情報等を取扱う事務を実 
 施する区域（「取扱区域」）については、 
 事務取扱担当者以外の者が特定個人情報等 
 を容易に閲覧等できないように留意する。 
 
 
 
 
 
 
【取扱区域に対する安全管理措置】 
・他の区域との間仕切り等の設置、座席配置  
 の工夫、のぞき込みを防止する措置を行う   
 等 

・特定個人情報ファイルを取扱う情報システ 
 ムを管理する区域（「管理区域」）及び特 
 定個人情報等を取扱う事務を実施する区域 
 （「取扱区域」）を明確にする。 
 
 
 
【管理区域に対する安全管理措置】 
・入退室管理及び管理区域に持込む機器など 
 を制限する 等 
 
 
【取扱区域に対する安全管理措置】 
・他の区域との間仕切りを設置するなどの措 
 置、座席配置を行う 等 

現行どおり 

【個人情報保護委員会より示された「考え方」（意見への回答）】（パブリックコメントより） 
「現行のマイナンバーガイドラインにおいても、取扱区域と管理区域に求められる措置の水準に
差があることについては御理解のとおり」 
「「特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的な安全管理措置を講ず
る。」との記載について、例えば、別室を設けて取り扱わなければならないとの誤解を与えてい
る可能性があることから、取扱区域における措置をより分かりやすくするために改正するもの」 

再掲 
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２０ 

・選定代議員の選出手続きについても、 
 あらかじめ規程を設けるなど明確化する 

基金内手続き 

行政手続き 

●代議員会の議決（理事長専決可）。 

●行政手続き不要。 

改正前 改正後 

【委託先の監督】 

・委託先における特定個人情報の取扱状況の 
 把握について、委託契約または合意で盛込  
 んだ内容の実施の程度を把握したうえで、 
 委託契約又は合意の内容等の見直しを検討 
 することを含め、適切に評価することが望 
 ましい。 

委託先の監督の実施にあたって、 
監督の結果具体的に求められる 

対応については記載なし 

改正前 改正後 

【取扱規程等に基づく運用】 

・特定個人情報等の取扱状況を明確にするた  
 め、特定個人情報等の利用状況等を記録す 
 る。 

・特定個人情報等の取扱状況を明確にするた 
 め、システムログ又は利用実績を記録する。 
 
 

・企業年金における特定個人情報等を取扱う 
 事務の全部（又は一部）を委託するときは、 
 委託先と書面による委託契約の締結、また 
 は誓約書や合意書による合意をすると共に、 
 委託先において安全管理が図られるよう、  
 委託先に対する必要かつ適切な監督を行う 
 こととする。 

委託先の監督の実施にあたって、 
監督の結果具体的に求められる 

対応については記載なし 

現行どおり 

【個人情報保護委員会より示された「考え方」（意見への回答）】（パブリックコメントより） 
「システムログ又は利用実績の記録が必須ではなく、記録する項目や、事業者の規模及び特定個
人情報等を取扱う事務の特性等により、システムログや書面など個々の事業者が判断することで
よい」 

【個人情報保護委員会より示された「考え方」（意見への回答）】（パブリックコメントより） 
「ガイドラインの分かりやすさの観点から、「①委託先の適切な選定」「②委託先に安全管理措
置を遵守させるために必要な契約の締結」と同様、具体的に求められる内容を示すためであり、
新たな措置を求めるものではない」 



●全基金。 

●平成２９年１１月８日付通知改正により「選定代議員の選出手続きについても、あらかじめ規程を 
設けるなど明確化する」と規定されました。 

 
●当該規定は、「平成３０年１０月１日以降の基金の設立時または代議員の任期満了時の選定から適用

する」とされています。 
 
●これに伴い、適用開始時までに、選定代議員選定規程等を策定ください。 

対 象 

概 要 

選定代議員選出手続きの規程等への明文化（選定代議員選定規程の策定）について ２１ 

「年金NEWS2017.11.10②【ＤＢ基金・厚年基金】ＤＢのガバナンス（②代議員の 
選任基準）について（省令の公布・通知等の発出）」を参照  

改正前 改正後 

・選定代議員の選出手続きについても、 
 あらかじめ規程を設けるなど明確化する 

【代議員の選出手続き】 

●策定する選定代議員選定規程の内容について、議決を得る必要があります。 

議決する内容 

・互選代議員の選出手続きについては、 
 あらかじめ規程を設けるなど、民主的に 
 かつ適切に行う 

現行どおり 

基金内手続き 

行政手続き 

●代議員会の議決（理事長専決可）。 

●行政手続き不要。 

再掲 



●次の要件を満たさない総合型ＤＢ基金で、通知改正により規定された代議員の定数を満たさない場合。 

●平成２９年１１月８日付通知改正により、代議員の定数が新たに規定されました。 
 
●規定された基準は、総合型ＤＢ基金の基準が現行より厳格化されたものとなっており、「平成３０年

１０月１日以降の基金の設立時または代議員の任期満了時の選定から適用する」とされています。 
 
●これに伴い、通知改正により規定された代議員の定数を満たさない場合は、当規定の適用開始時まで

に代議員数を見直す必要があるため、規約に定める代議員数を変更ください。 

対 象 

概 要 

代議員数の見直しに伴う規約変更について（総合型ＤＢ基金） ２２ 

「年金NEWS2017.11.10②【ＤＢ基金・厚年基金】ＤＢのガバナンス（②代議員の 
選任基準）について（省令の公布・通知等の発出）」を参照  

改正前 改正後 

①代議員の定数は、６人以上 
 －選定代議員３人 
  （理事長、理事長代理、監事）以上 
 －互選代議員３人（選定代議員数と同数）以上 
 
②上記に加え 
 
選定代議員については 
・選定代議員数は事業主数の１０分の１以上 
・ただし事業主数が５００超の場合は５０人以上 
 
（例）事業主数が１００の場合 
   －選定代議員：１０人以上 
   －互選代議員：１０人以上（選定代議員数と同数） 

【代議員の定数（総合型ＤＢ基金）】 

当該組織体は、その構成員である事業主に対して基金への加入を義務付け、又は推奨することを決議等しており、 

その決議等に基づく活動実績が確認可能 
１ 

基金における方針決定の手続に先だって、当該組織体は、基金の運営方針（基金の実施・解散、給付設計（加入者 

の資格、福利厚生事業、権利義務移転承継、資産の受入れに関する事項を含む）、掛金、資産運用に関する方針） 

を組織決定 

２ 

当該組織体は、基金の運営状況について定期的（四半期に１回程度）に報告を受け、当該報告を踏まえて今後の 

対応を必要に応じて検討するような体制が内部の委員会規定・定款等に定められており、それに沿った運営の事実 

が議事録等で確認可能 

３ 

 基金の実施事業所の事業主の９割以上が所属する当該基金以外の組織体（法令に根拠のある組織体に限る）で 
あって、次の    ～   の要件のいずれにも該当するものが存在 １ ３ 

（注）一定の要件を満たす総合型ＤＢ基金には 
   ②は適用しない（上記「対象」を参照） 

（代議員の定数に関する規定なし） 

再掲 



２３ 

●代議員数を見直し、規約に定める代議員数を変更することについて、議決を得る必要があります。 

議決する内容 

基金内手続き 

行政手続き 

●代議員会の議決（理事長専決可）。 

 ●届出要。 



●次の要件を満たさない総合型ＤＢ基金。 

●平成２９年１１月８日付通知改正により、総合型ＤＢ基金における選定代議員の選定方法が新たに 
規定されました。 

 
●規定された基準は、「平成３０年１０月１日以降の基金の設立時または代議員の任期満了時の選定 

から適用する」とされています。 
 
●これに伴い、当規定の適用開始時までに選定代議員の選定方法を見直す必要があり、当該選定方法に

ついて規約に規定ください。（※） 

対 象 

概 要 

選定代議員選定方法の見直しに伴う規約変更について（総合型ＤＢ基金） ２４ 

「年金NEWS2017.11.10②【ＤＢ基金・厚年基金】ＤＢのガバナンス（②代議員の 
選任基準）について（省令の公布・通知等の発出）」を参照  

改正前 改正後 

・選定代議員の選定の都度、全ての事業主に 
 より選定を行う 
・選定代議員の選定方法は、次の①②のいず 
 れかを基本とし、①②を希望しない事業主 
 は、③を選択可能とする 

 ①事業主が他の事業主と共同で選定代議員候補者 
  を指名 
 ②各事業主が独自の選定代議員候補者を指名 
 ③事業主が選定行為を現役員・職員以外の第三者 
   （選定人）に委任 
 

【選定代議員の選定方法（総合型ＤＢ基金）】 

当該組織体は、その構成員である事業主に対して基金への加入を義務付け、又は推奨することを決議等しており、 

その決議等に基づく活動実績が確認可能 
１ 

基金における方針決定の手続に先だって、当該組織体は、基金の運営方針（基金の実施・解散、給付設計（加入者 

の資格、福利厚生事業、権利義務移転承継、資産の受入れに関する事項を含む）、掛金、資産運用に関する方針） 

を組織決定 

２ 

当該組織体は、基金の運営状況について定期的（四半期に１回程度）に報告を受け、当該報告を踏まえて今後の 

対応を必要に応じて検討するような体制が内部の委員会規定・定款等に定められており、それに沿った運営の事実 

が議事録等で確認可能 

３ 

 基金の実施事業所の事業主の９割以上が所属する当該基金以外の組織体（法令に根拠のある組織体に限る）で 
あって、次の    ～   の要件のいずれにも該当するものが存在 １ ３ 

（注）一定の要件を満たす総合型ＤＢ基金には 
   適用しない（上記「対象」を参照） 

（選定代議員の選定方法に関する規定なし） 

再掲 



２５ 

●選定代議員の選定方法を見直し、当該選定方法を規約に定めることについて、議決を得る必要があり 
ます。 

議決する内容 

基金内手続き 

行政手続き 

●代議員会の議決（理事長専決可）。 

 ●届出要。 

（※）なお、必ずしも規約に定める必要はなく、規程等（Ｐ２１参照）に当該選定方法を定め選出の手   
   続きを明確化することで、代替も可能とされています。 



●代議員会を「書面参加」「テレビ会議システム・ウェブ会議システム等」の方法により開催する基金。 

●実施事業所が全国に点在するなどして、代議員が一堂に会して代議員会を開催することが困難となる
基金も想定されることから、平成２９年１１月８日付事務連絡により、代議員会を「書面参加」「テ
レビ会議システム・ウェブ会議システム等」の方法により開催する場合の規約例・留意事項が示され
ました。 

 
●規約に規定することで、代議員会を「書面参加」「テレビ会議システム・ウェブ会議システム等」の

方法により開催することが可能です。 
 
●また、当該代議員会の運営方法について、代議員会会議規程に規定ください。 

対 象 

概 要 

代議員会の運営方法に関する規約・規程変更について ２６ 

「年金NEWS2017.11.10②【ＤＢ基金・厚年基金】ＤＢのガバナンス（②代議員の 
選任基準）について（省令の公布・通知等の発出）」を参照  

改正前 改正後 

代議員会を次の方法により開催する場合の規約
例・留意事項を明記 
 
－書面参加 
－テレビ会議システム・ウェブ会議システム等※ 

 
※テレビ会議システム・ウェブ会議システム等を利用 
 する場合の留意事項 

 ・議案の審議前に、出席代議員（開催場所外から 
  出席する者も含む）が相互に画像・音声を正確 
  に発信・受信できているかを確認 

 ・正常に議論が交わされ、システムが正常に稼働 
  した状態で審議が終了したことを議長が確認 

 ・これらの確認事項、代議員が会議に出席した場 
  所等について議事録に記載 

【代議員会の運営方法】 

●代議員会を「書面参加」「テレビ会議システム・ウェブ会議システム等」の方法により開催し、当該 
運営方法を規約・規程に定めることについて、議決を得る必要があります。 

議決する内容 

（代議員会の運営方法に関する規定なし） 

実態としては、代議員が一堂に会して代議員会を 

開催することが原則 

（注）既に「テレビ会議システム・ウェブ会議システム等」にて代議員会を実施している場合で、規約・規程に 
   その旨を定めていない場合は、速やかに規約・規程変更を実施ください。 

別紙２作成要 

（規程） 

再掲 



２７ 

基金内手続き 

行政手続き 

●規約・代議員会会議規程ともに、代議員会の議決（理事長専決可）。 

 ●届出要。 

【規約変更】 

【代議員会会議規程変更】 

 ●行政手続き不要。 



【Ⅱ．報 告 事 項 に つ い て】 

２８ 



●全基金。 

●理事は、代議員会に対し、資産管理運用業務に関する情報を正確に、かつ、分かりやすく報告するこ
ととされており、報告の内容としては、下表の事項が考えられるとされています（資産運用ガイドラ
イン※1 ）。 

 

 ※１ 確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて 

対 象 

概 要 

資産管理運用業務に関する報告について 

報告事項 

① 運用の基本方針及び運用ガイドライン 

② 運用結果（時価による資産額、資産構成、収益率、リスク、運用受託機関ごとの運用実績等） 

③ 理事会における議事の状況 

④ 運用受託機関の選任状況・評価結果・リスク管理状況、スチュワードシップ活動に関する報告 

⑤ 基金の管理運用体制の状況、資産運用委員会における議事の状況その他の情報※2 

【資産管理運用業務に関する報告事項】 

＜ご参考：運用の基本方針に関する加入者の意見聴取の取扱いについて＞ 
 
 
●平成２８年１２月１４日に公布・発出された政省令および通知による改正で、運用の基本方針の作

成が義務づけられている全てのＤＢ※１において、運用の基本方針の作成・変更にあたり加入者の
意見を聴く必要があるとされました。 

●加入者の意見を聴く方法および規約変更要否は、以下のとおりとなります。 

加入者代表を選任し、必要に応じて当該代表者が参画する委員会を設置する方法 要 

代議員会の議決を経る方法（基金型のみ） 要 

業務概況の周知に合わせて、意見を聴く方法 不要 

＜加入者の意見を聴く方法＞ 

１ 

２ 

３ 

規約変更 
要否 

「年金NEWS2016.12.29【ＤＢ】運用の基本方針に関する加入者の意見聴取の  
取扱いについて（続報）」を参照  

＜各制度ごとに取り得る方法＞ 

「運用実績連動型※２の 
 キャッシュバランスプラン制度」 
「リスク分担型企業年金」 

上記以外のＤＢ 

１ のいずれかの方法 （    は、選択不可） ２ ３ 

１ ２ ３ のいずれかの方法 

※１ 「受託保証型ＤＢ」については、運用の基本方針の作成が義務づけられていません。 
※２ 「積立金の運用利回りの実績」を再評価率とするキャッシュバランスプラン制度。 

２９ 

※２ 詳細はP３１参照 

再掲 



報告する内容 

●資産管理運用業務に関する事項について、代議員会で報告します。 

 
＜ご参考：資産運用ガイドラインの改正を受けた変更点について【平成３０年４月１日施行】＞ 

改正前 改正後 

①運用の基本方針及び運用指針（運用ガイド  
 ライン） 
②運用結果 
  －時価による資産額 
  －資産構成 
  －収益率 
  －運用機関ごとの運用実績等 
 
 
 
③理事会における議事の状況 

①運用の基本方針及び運用指針（運用ガイド  
 ライン） 
②運用結果 

  －時価による資産額 

  －資産構成 

  －収益率 

  －リスク 

  －運用機関ごとの運用実績等 

 

③理事会における議事の状況 

 

 

 

④運用受託機関の選任状況 

 運用受託機関の評価結果 

 運用受託機関のリスク管理状況 

 運用受託機関から受け取ったスチュワード 

 シップ活動に関する報告 

⑤基金の管理運用体制の状況、 

 資産運用委員会における議事の状況その他 

 の情報※ 

 

 ※詳細は次ページ参照 
 

 

●平成２９年１１月８日付通知（資産運用ガイドライン）改正により、資産運用管理業務に関する代議
員会への報告内容として考えられる事項に、運用受託機関の選任・評価状況、運用受託機関から受け
取ったスチュワードシップ活動に関する報告、資産運用委員会の議事の状況などが、追加されました
（平成３０年４月１日施行）。 

「年金NEWS2017.11.10【ＤＢ】ＤＢのガバナンス（①資産運用ルール）について 
（省令の公布・通知等の発出）」を参照  

追加 

追加 

３０ 

再掲 



●資産運用委員会を設置しており、前回の代議員会以降資産運用委員会を開催した基金。 

●資産運用委員会における議事の状況その他の情報について、直近の代議員会に報告をしなければなら
ないとされています。（資産運用ガイドライン※ ） 

 

 ※確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて 

 
●したがって、資産運用委員会を設置しており、資産運用委員会を開催した場合には、代議員会でその

議事の状況について報告が必要です。 

対 象 

概 要 

●前回の代議員会以降開催した資産運用委員会の議事について、代議員会で報告します。 

報告する内容 

資産運用委員会に関する報告について 

 
＜ご参考：資産運用ガイドラインの改正を受けた変更点について【平成３０年４月１日施行】＞ 

改正前 改正後 

・代議員会に対しては、資産運用委員会にお  
 ける議事の状況その他の情報についても積 
 極的に報告することが望ましい。 
 
・代議員会からこれらについて報告の要請が 
 あった場合には、理事長等は、合理的な理 
 由のない限り、拒否すべきでない。 

・資産運用委員会の議事については記録にと  
 どめて保存するものとし、事業主等は当該 
 議事の概要について、加入者等に周知しな 
 ければならない。 
 
・また、理事長等は、当該議事の状況その他 
 の情報について直近の代議員会に報告しな 
 ければならない。 

●資産運用委員会における議事の状況その他の情報についてはこれまで報告することが望ましいとされ
ていましたが、平成２９年１１月８日付通知（資産運用ガイドライン）改正により、義務化されまし
た（平成３０年４月１日施行）。 

「年金NEWS2017.11.10【ＤＢ】ＤＢのガバナンス（①資産運用ルール）について 
（省令の公布・通知等の発出）」を参照  

３１ 再掲 

再掲 



●行政監査（一般監査（書面監査・実地監査）・特別監査）を受けた基金。 

●ＤＢ法第１０１条、第１０２条にて規定されている監査を受けた基金は、その結果について、代議員
会で報告することをお勧めします。 

●当監査には、定期的に実施する「一般監査」、必要に応じて実施する「特別監査」があり、それぞれ 
の内容は下表のとおりです。 

対 象 

概 要 

＜ご参考：ＤＢ監査の内容＞ 

ＤＢ法に基づく監査の結果について 

一般監査 
特別監査 

書面監査 実地監査 

実 
施 
対 
象 

・企業年金の実施から概ね３
年を経過している企業年金
の事業主等。 

・書面監査を行った企業年金の
事業主等のうち、さらに事実
関係等を確認する必要がある
と認められる企業年金の事業
主等。 

・次のいずれかに該当する企
業年金の事業主等。 

  ①企業年金の運営に関し、
受給者及び加入者等から
法令違反の疑いがある等
の通報があった企業年金
の事業主等のうち、必要
と認められる企業年金の
事業主等。 

  ②一般監査の実地監査にお
いて是正または改善の命
令を行った事業主等のう
ち、必要と認められる企
業年金の事業主等。 

実
施
方
式 
・
実
施
手
順 

監
査 
通
知 

・監査通知と様式(監査資料)
が送付される。 

・監査実施日の概ね１か月前に
監査通知が送付される。 

・監査通知は、証拠隠滅、関
係書類の改ざん等のおそれ
がある場合には監査直前に
行うこともある。 

監
査 
方
法 

・様式(監査資料)に記入し提
出期限(監査通知の到達か
ら概ね１か月後)までに地
方厚生(支)局に提出する。 

・地方厚生(支)局の担当官が実
施事業所、基金事務所に赴き、
関係書類、帳簿等を閲覧し、
関係者から聴取を行う。 

・地方厚生(支)局の担当官が
実施事業所、基金事務所に
赴き、関係書類、帳簿等を
閲覧し、関係者から聴取を
行う。 

結 
果 
通 
知 

・監査結果は、様式(監査資
料)提出後、概ね２か月以
内に文書で通知。 

・実地監査終了時に監査につい
ての講評を行う。 

・監査結果は、監査終了後、概
ね１か月以内に文書で通知。 

・改善状況の確認が必要な場合
には、通知の際に期限を付し
て是正改善報告を求める。 

・改善状況を実地に確認する必
要のある場合は、実地により
確認を行う。 

・監査結果は、後日、文書で
通知。 

毎年度、半期（上半期は４月～９月、下半期は１０月～
３月）毎に、監査対象を選定のうえ、監査実施計画を作
成し、計画的に監査を行うこととされています。 

●行政監査の結果について、代議員会で報告します。 

報告する内容 

３２ 



【Ⅲ．そ の 他 事 項 に つ い て】 

３３ 



●ＡＵＰを導入する総合型ＤＢ基金。 

●総合型ＤＢ基金においては、年金資産（純資産）が２０億円を超えた決算の翌々年度決算から、会計 
 監査又は合意された手続き（ＡＵＰ）を受けることとし、２０１９年度決算から適用することとされ 
 ています。（平成３０年６月２２日付通知） 

 

●ＡＵＰを実施する場合は、業務提供者（公認会計士等）と契約する必要があり、契約にあたっては、 

 代議員会での決議または理事長専決（事後に代議員会の承認）を行うこととなります。 

  

 ※なお、年金基金に対するＡＵＰ業務の専門知識を有し、業務の提供を行う意思のある公認会計士 
  （日本公認会計士協会会員）を掲載した名簿が、６月中旬頃に企業年金連合会の会員ページで公表 
  される予定とされています。 

  

 今回の決算代議員会では、これら今後の予定・方針等について、代議員に説明しておかれることを 
 お勧めします。 

対 象 

概 要 

公認会計士等との契約締結について（資産額２０億円超の総合型ＤＢ基金） ３４ ＮＥＷ 



●全基金。 

●平成２９年１１月８日付通知改正により「代議員会で審議された事項等について、代議員に選定され
ていない事業主も含めた全ての事業主への情報提供を適切に行うこと」が規定されました。 

 
●当該規定は、「平成３０年１０月１日以降の基金の設立時または代議員の任期満了時の選定から適用

する」とされています。 
 
●これに伴い、適用開始時以降の代議員会で審議された事項等について、代議員に選定されていない事

業主も含めた全ての事業主への情報提供の実施が必須となります。 
 
●具体的な方法としては、代議員会議事録（写）の全事業所への配布、ＨＰの活用等が考えられます。 

対 象 

概 要 

代議員会で審議された事項等の事業主への情報提供について ３５ 

【代議員会で審議された事項等の事業主への情報提供】 

改正前 改正後 

・代議員会で審議された事項等について、代 
 議員に選定されていない事業主も含めた全 
 ての事業主への情報提供を適切に行うこと。 

（代議員会で審議された事項等の事業主への
情報提供に関する規定なし） 

再掲 


